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構 造改革 特 区制 度 及 び これ までの 地域活 性 化政 策 の総括 につ いて

① 施 策の効 果 ・イ ンパ ク ト

構 造改革 特 区制 度 は、個 別 の規 制一 つひ とつ の特 例措 置 の た め、また、規 制 の特

例措 置 と支 援措 置 が連 動 してい ない た め、施 策 の効 果 ・イ ンパ ク トが 限定 的。

② 全国 展開 を見 据 えた 制 度 ・;

構造 改革特 区制度 は、全 国展 開 を見据 えた規 制 の特例 措 置 のた め、規 制官 庁 も全

国展 開 を念頭 に慎 重 に対応 。

③ 計 画の作 成主体1

計 画 の作成主 体 が地方 公 共団 体 に限定 ざれ てい るた め、計画 の内容 につ い て一定
の水 準が確 保 され てい る もの の、民 間 の有 す る機 動性 や 専 門性 が十 分引 き出 され て

い ない可能 性。1

④ 縦割 り ・ワンス トップ

事務局 の4本 部 等 業務 や 各省 の施策 が縦 割 りとな ってい るた め、施策 の一 体 的展

開が希薄 。

⑤ 利用者等 の声 の反 映
・規制改 革等 のプ ロセ ス にお いて、関係省 庁 が反 対 すれ ば実 現 されず 、利 用者 や 国

民一般 の声 は反 映 され に くい構 造(関 係 省 庁 の反 対 の背 後 に は、既得 権益 の団 体の

利 害 が存在 す る可能 性)。

(内閣官房地域活性化統合本部資料より作成)
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総合特区の指定要件イメージ

ii)成 長分野の活性化や地域の活性化といった目的に対し有効で、我が国の成長に資する新しい分野を切り開くなど先

駆的な取組であり、「定の熟度を有すること .

iii)地 域資源等を活用した取組の「必然性』があること

iy)・ 今律の地域活性化を進める上で有効な国の規制 ・制度改革の提案があること

・先駆的な恥組の実現や推進に有効であり
∴以下のような国め施策に関する提案を対象とする。

・一規制の改革(過 去に行われた規制改革の改善や活用促進の先めの措置を含む)

一国の権限 ・事務 の地方公共 団体べの委譲 ・ウジストップ化
、

一国の関係機i関の業務の見直し。..・ ・'" .'.
一国の制摩・事務手続きの見直し(税制・財政・金融上の支援措置の改着、国の認定手続きの簡素化等)等 曙,

v)堆 域のr本 気度雌 示す章年ある関与があること

・地域の「本気度」が明ちがな取組で、関係主体の合意が得られているものを想定

例)地 方税の灘 ・騨 狛 の襯 金や臓 措置・地域猫 のルール曙 定・脚 権限に騨 制緩和・組織や㈱ の弓童化等

㎡既に∵地域の自助努力による事前の施策が十分に行われている し'

・成果 目標 の設定と事後チエック

vi)運 営母体が明確であること

・地方公共団体と民間企業、NPO等 による官犀共同の協議会を設置することが必須
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総合特別区域法案のスキーム

総合特別区域推進本部(本部長・内藺総理姫)
総合特別区域推進WG

総合特別区域基本方針(閣議決定)

ピ 　

O総 合 特 別 区域 基 本 方 針 の イメー ジ ・ ㌧ 、

t総 合特区制度の趣 旨'
・新成長戦略等の政策課題を解決するためめ突破口
'・地域の責任ある戦略が前提 一 ・民間の知恵と資金を最大限活かす

i実現可能性ある限定区域に国と地域の政策資源を集中し、規制・制度の特例措置

総 合 .

・地方公共団体が地域協議会の協議等を経て申請

:・民間は地方公共団体に指定申請することの提案が可能

一 ■閏唖画騨1-一

、1

区 域 指 定 申請 ・
又は地域活性化総合特別序域)・

の協議等を経て申請

申請することの提案が可能

度改革や支援措置について提案
ノ

地域協議会
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一'1と 税制・-財政・金融上の支援措置を紛合的に実施,・ 一.-

2;・総合 特別 区域 の要件

⑳ 包括的載 略的な政策課題の設定と解決策の提示

② 先駆性と〒定め熟度:

④ 地域め「本気度〕を示す責任ある関与 ⑤ 明確な運営母体

⑥ 有効な国の規制・制度改革の提案

※ 国際戦略総合特別区域については、指定数は少数に限定

13.特 例 措置 ・支援措置事項

総合特別区域の指定
・推進本部の意見を聴いて丙閣総理大臣が指定

・国と地域で課題解決の方向性を「国際競争力強化方針」「地域活性化方針」として共有

③ 地域資源等を活角した取組の「必然性」

.等

一

総合特別区域計画の作成・認定
・特例措置・支援措置の対象事業について記載

国 と地 方 の協議会 ※総合特別区域毎に設置
・構 成:・ 国の関係行政機関、・地方公共団体 『・事業の翼施主体(民間 ・NPO等)等

・協議事 項:・ 新だな規制」制度の特例措置 丁ピ税制r財政 ㌻金融上の支援措置 等
'※ 協議の整

った事項について構成員は尊重義務を負う

※ 総合特区継続中 は継続的に開催し、PDCAサ イクルを実施一
国 が法 令 等 の 改 正を措 置(特例措置等が累次追加)一

想

　
口

O特 例 措 置 ・支 援 措 置 ※以下は制度創設に当た吠予め措置するものであり、法施行後、地域の提案を受けて累次追加。

r-(1)規 制 ・制 度 の 特 例 一

i① 個別瀬 省令等の糊(例)鹸 基準法の鰍 通訳案内士法の特鵬 ②地方公共団体事務について政省令で定ある事項の条例委任の特例

r-(2)税 制上の特例
{① 国際戦略総合特区:国 際競争力強化のための法人税の軽減
し

②地域活性化総合特区:地域の志のある資金を結集するための措置
t

ー

"
爵

,一(3)財 政上の支援
{・ 総合特区に関する計画の実施を支援するため、各府省庁の予算制度を重点的に活用1

・総合特区推進調整費(1・5,1,億円)により、なお不足する部分を機動的に補完

r・(4)金 融上の 支援

:
1

・総合特区に関する計画に係る事業を実施する者が、金融機関から必要な資金を借り入れる場合に、総合特区支援利子補給金(1.5億 円)を支給

※予算額は平成23年 度予算政府案計上額 3



総合特区に係る税制改正の概要

1国 際戦略 総合特 区(法 人税)～ 下記の措置の選択適用～

O投 資税額控除または特別償却.

総合特区内で当該特区の戦略に合致する事業の用に供する機i械、建物等を取得してその事業の用に供した場合・特別

償却又は税額控除ができる制度を創設。 一 ・"}、

・特別償却の割合:取 得価額の50%(建 物等25P/o)

・税額控除の割合=取 得価額の15%(建 物等8%)

控除限度超過額の繰り越し:1年 間 、
・事 業者の指定及び設備等取得の期限=平 成26年3月31日 まで

O所 得控除

専ら、総合特区で適用される規制等の特例措置の適用を受ける事業等を行う法人についてk当 該事業による所得の20%

を課税所得から控除できる制度を創設。

・適用期限1事 業者の指定の日から5年 間

・事業者の指定の期限=平 成26年3月31日 まで ,
・国際戦略総合特区の指定数は、少数に厳しく限定`
・地方公共団体も事業を実施する者の経済的負担を軽減するたあの措置(地 方税の減免、補助金の交付等)を行う。

2地 域活性化総合特区(所 得税)

O出 資仁係る所得控除

社 会的課題解決に資する事業(ソ』シャルビジネス等)を行う中小企業に対して個人が出資した場合に、当該個人の投資

した年分の総所得金額から一定額を控除できる制度を創設。

・総 合特 区で指 定後3年 以 内 の企 業 が 対 象(指 定 の期 限=平 成26年3月31日 まiで)。『書
・前年の売上高に占める営業利益が2%以 下の企業が対象d
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総合特区法案における規制の特例措置等

r1法 律で規定している規制の特例措置等 ～ 、'

一.○ 下記の事項について、認定を受けた総合特別区域計画に基づく事業に適用する特別措置として、規 制の特例措置等を規定6/

1(1)国 際戦略総合特区及び地域漕性化総合特区共通の特例措置等 ㌧'

1難 灘 灘 繍 羅 繍 第繍)1-・ 、一
③ 特別用途地区内における用途制限の緩和 健 築基準法の特例)

1④ 財産の処分の制限に係る承認の手続きの特例(補助金適正化法の特例)

,⑤ 工場等の高度化事業の市町村経由での実施(独 立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
ノ

⊃

{'(2)国 際戦略総合特 区のみ の特例措置 魅

㍉ ・⑥ 工場立地に係る緑地規制の特例(工場立地法及び企業立地促進法の特例)
な

1}i3灘 購 繍1鷺 灘 懸 許可手続の簡略化(河川法及び辮 業法の特例)一 ㌔ …
⑧ 特定酒類め製造事業・⑨特産酒類の製造事業(酒税法の特例ン

⑩PFI方 式を活用した民商事業者による特別養護老人ホーム設置(老 人福祉法の特例)

2.政 省 令 で規 定 している規 制 の 特例 措 置.・ 、 、・

○ 法施行前に各省から総合特区における特例の創設に協力炉得られる競制の特例措置についてぼ法施行時に政省令で措置する予定。

○ 政令については総合特区法施行令、省令については総合特区法施行規則(内 閣府と規制所管省庁の共同省令)で対応。

3.地 方公共団体事 に して政省Aで 定する事 の条例 任の 例.

○ 地方公共団体の事務に関し、法律に基づき、政令又は省令で規定することとされている事項のうち、総合特区法施行令又は施行規則で定

めるものについては、当該事項の特例措置を条例で定めることができることとする。(特例追加の法改正ネ要!

瞳 造 置1.と ・ ∫一't
,.∫ 一+ジ ・ ・,一 、-1

0総 合特区法矩行後・総合特区の指定申請に伴う地域からの提案等に基づ毒国と地方の協議会での議鍮を経て措章することとされた特例一

事項については・規制の根拠等に応じて・上記」・2及び3に 準じで法令等の改正を行し＼特例措置が累次追加される。
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